
議案第１９号 

八幡浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

標記条例を次のように制定する。 

平成３０年２月２７日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

八幡浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例（平成２４年条例第４１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。ただし、改正後の欄に掲げる規定で改正前の欄にこれに対応

するものを掲げていないものは、これを加えるものとする。 

改正後 改正前 

  

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の

５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同

じ。）、同法第２０条の４に規定する養護老人ホー

ム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、

社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項にお

いて同じ。）に併設されていない事業所において行

われる指定介護予防認知症対応型通所介護をい

う。）の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設さ

れている事業所において行われる指定介護予防認

知症対応型通所介護をいう。）の事業を行う者（以

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の

５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同

じ。）、同法第２０条の４に規定する養護老人ホー

ム、病院、診療所、介護老人保健施設     、

社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項にお

いて同じ。）に併設されていない事業所において行

われる指定介護予防認知症対応型通所介護をい

う。）の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設さ

れている事業所において行われる指定介護予防認

知症対応型通所介護をいう。）の事業を行う者（以
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下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者の員

数は、次のとおりとする。 

下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者の員

数は、次のとおりとする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

  

（利用定員等） （利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所において同時に共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいう。）は、指定認

知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所においては共同

生活住居（法第８条第２０項又は法第８条の２第１

５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）

ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着

型介護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第

１５８条に規定するユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）

を除く。）においては施設ごとに１日当たり３人以

下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設においてはユニットごとに当該ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用

者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数と

する。 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所において同時に共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいう。）は、指定認

知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所においては共同

生活住居（法第８条第２０項又は法第８条の２第１

５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）

ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着

型介護老人福祉施設             

                      

                      

                      

    においては施設ごとに１日当たり３人以

下とする                  

                      

                      

                      

                      

  。 

２ （略） ２ （略） 

  

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に

当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代

表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が

所在する市の職員又は当該指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法

第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援

センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者等により構成される協議会

（以下この項において「運営推進会議」という。）

を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議

に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価

を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に

当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代

表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が

所在する市の職員又は当該指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法

第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援

センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者等により構成される協議会

（以下この項において「運営推進会議」という。）

を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議

に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価

を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、
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助言等を聴く機会を設けなければならない。 助言等を聞く機会を設けなければならない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定

める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは、同表の右欄に掲げる当該介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に

掲げる施設等の職務に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定

める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を

置いているときは、同表の右欄に掲げる当該介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に

掲げる施設等の職務に従事することができる。 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定地域密

着型特定施設、指定地域密

着型介護老人福祉施設、 

 指定介護療養型医療施

設（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２

項第４号に規定する療養

病床を有する診療所であ

るものに限る。）又は介護

医療院 

介護職

員 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に掲げる施設等、

指定居宅サービスの事業

を行う事業所、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看

護事業所、指定地域密着型

通所介護事業所、指定認知

症対応型通所介護事業所、

指定介護老人福祉施設又

は介護老人保健施設 

看護師

又は准

看護師 

 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定地域密

着型特定施設、指定地域密

着型介護老人福祉施設又

は指定介護療養型医療施

設（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２

項第４号に規定する療養

病床を有する診療所であ

るものに限る。）    

    

介護職

員 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に掲げる施設等、

指定居宅サービスの事業

を行う事業所、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看

護事業所、       

       指定認知

症対応型通所介護事業所、

指定介護老人福祉施設又

は介護老人保健施設 

看護師

又は准

看護師 

 

７～１３ （略） ７～１３ （略） 

（管理者） （管理者） 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター（老人福祉法第２０条の２の２

に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下

同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、指定認

知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービ

ス事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９

３条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター（老人福祉法第２０条の２の２

に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下

同じ。）、介護老人保健施設      、指定認

知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービ

ス事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９

３条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。
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次条において同じ。）、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介

護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定

める者をいう。次条、第７２条第２項及び第７３条

において同じ。）として３年以上認知症である者の

介護に従事した経験を有する者であって、別に市長

が定める研修を修了しているものでなければなら

ない。 

次条において同じ。）、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介

護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定

める者をいう。次条、第７２条第２項及び第７３条

において同じ。）として３年以上認知症である者の

介護に従事した経験を有する者であって、別に市長

が定める研修を修了しているものでなければなら

ない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ

ービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て認知症である者の介護に従事した経験を有する

者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの

経営に携わった経験を有する者であって、別に市長

が定める研修を修了しているものでなければなら

ない。 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ

ービスセンター、介護老人保健施設      、

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て認知症である者の介護に従事した経験を有する

者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの

経営に携わった経験を有する者であって、別に市長

が定める研修を修了しているものでなければなら

ない。 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第６０条 （略） 第６０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の

対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体

制を整えなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、

サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の

対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設      、病院等との間の連携及び支援の体

制を整えなければならない。 

  

（管理者） （管理者） 

第７２条 （略） 第７２条 （略） 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認

知症対応型共同生活介護を提供するために必要な

知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療

院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業

者又は訪問介護員等として、３年以上認知症である

者の介護に従事した経験を有する者であって、別に

市長が定める研修を修了しているものでなければ

ならない。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認

知症対応型共同生活介護を提供するために必要な

知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設     

 、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業

者又は訪問介護員等として、３年以上認知症である

者の介護に従事した経験を有する者であって、別に

市長が定める研修を修了しているものでなければ

ならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

の代表者） 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

の代表者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
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事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイ

サービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者

若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介

護に従事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営

に携わった経験を有する者であって、別に市長が定

める研修を修了しているものでなければならない。 

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイ

サービスセンター、介護老人保健施設     、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者

若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介

護に従事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営

に携わった経験を有する者であって、別に市長が定

める研修を修了しているものでなければならない。 

  

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第７８条 （略） 第７８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護従業者その他の従業者に周

知徹底を図ること。 

 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

 

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘

束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。 

 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第８３条 （略） 第８３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急

時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援

の体制を整えなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急

時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設      、病院等との間の連携及び支援

の体制を整えなければならない。 

  

（準用） （準用） 

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、

第２３条、第２４条、第２６条、第３１条から第３

４条まで、第３６条、第３７条（第４項を除く。）、

第３８条、第３９条（第５項を除く。）、第５６条、

第５９条及び第６１条の規定は、指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の事業について準用する。こ

の場合において、第１１条第１項中「第２７条に規

定する運営規程」とあるのは「第８０条に規定する

重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応

型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、

第２３条、第２４条、第２６条、第３１条から第３

４条まで、第３６条、第３７条（第４項を除く。）、

第３８条、第３９条         、第５６条、

第５９条及び第６１条の規定は、指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の事業について準用する。こ

の場合において、第１１条第１項中「第２７条に規

定する運営規程」とあるのは「第８０条に規定する

重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応

型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、
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第２６条第２項中「この節」とあるのは「第４章第

４節」と、第３２条中「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第３９

条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対

応型共同生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と、第５６条中「介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第５９条中「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替え

るものとする。 

第２６条第２項中「この節」とあるのは「第４章第

４節」と、第３２条中「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第３９

条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対

応型共同生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と、第５６条中「介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第５９条中「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替え

るものとする。 

  

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準」の一部改正に伴い、所要の改正を行うため。 
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